
情　報
ひろば

　

内
容
が
変
更
に
な
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

お
知
ら
せ

軽
自
動
車
・
バ
イ
ク
な
ど

異
動
申
告
は
３
月
中
に

　

軽
自
動
車
、
バ
イ
ク
、
農
耕
車

な
ど
を
所
有
し
て
い
る
人
で
、
市

外
転
出
、
廃
車
、
買
い
替
え
、
所

有
者
変
更
な
ど
の
異
動
が
あ
っ
た

場
合
は
３
月
中
に
申
告
が
必
要
で

す
。
申
告
が
な
い
と
引
き
続
き
課

税
さ
れ
ま
す
。
必
要
書
類
な
ど
は

各
窓
口
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

問
合
せ

◆
50
㏄
～
１
２
５
㏄
の
バ
イ
ク
、

農
耕
用
小
型
特
殊
車
、
そ
の
ほ
か

の
小
型
特
殊
車

＝
市
税
務
課
諸
税
係

◆
１
２
５
㏄
を
超
え
る
バ
イ
ク

＝
熊
本
運
輸
支
局
（
☎
０
５
０
‐

５
５
４
０
‐
２
０
８
６
）

◆
軽
自
動
車

＝
軽
自
動
車
検
査
協
会
熊
本
事
務

所
（
☎
０
５
０
‐
３
８
１
６
‐

１
７
５
８
）

高
齢
者
の
介
護
に
必
要
な

紙
お
む
つ
代
金
を
助
成
し
ま
す

　

在
宅
で
高
齢
者
の
介
護
を
し
て

い
る
家
族
の
負
担
を
軽
減
・
支
援

す
る
た
め
に
、
介
護
用
品
の
利
用

券
を
発
行
し
ま
す
。

対
象
者　

次
の
全
て
に
当
て
は
ま

る
要
介
護
者
と
同
居
し
、
要
介
護

者
を
主
に
介
護
す
る
人

①�

市
内
に
住
み
、
在
宅
で
常
時
お

む
つ
な
ど
を
必
要
と
す
る
高
齢

者
②�

要
介
護
認
定
が
要
介
護
４
か
５

③�

同
居
す
る
家
族
全
員
が
市
民
税

非
課
税

④�

半
月
を
超
え
る
入
院
や
入
所

（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
を
含
む
）

の
利
用
が
な
い

利
用
券
助
成
額

１
カ
月
上
限　

５
千
円

年
間
上
限　

６
万
円

対
象
介
護
用
品　

紙
お
む
つ
（
パ

ン
ツ
タ
イ
プ
・
テ
ー
プ
式
タ
イ
プ
・

フ
ラ
ッ
ト
タ
イ
プ
）、尿
取
り
パ
ッ

ド
、
お
む
つ
カ
バ
ー
、
清
拭
剤
、

使
い
捨
て
手
袋

※
利
用
券
は
市
指
定
の
介
護
用
品

取
扱
店
だ
け
で
利
用
で
き
ま
す
。

※
申
請
に
つ
い
て
は
、
担
当
ケ
ア

マ
ネ
ジ
ャ
ー
か
市
高
齢
者
支
援
課

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

市
高
齢
者
支
援
課
元

国
民
年
金
を
増
や
し
ま
せ
ん
か

人
吉
市
教
育
委
員
会

定
例
会
を
傍
聴
で
き
ま
す

　

国
民
年
金
の
定
額
保
険
料
に
加

え
て
付
加
保
険
料（
月
々
４
百
円
）

を
納
め
る
と
受
給
で
き
る
年
金
額

が
増
や
せ
ま
す
。
付
加
保
険
料
の

納
付
は
申
し
出
が
あ
っ
た
月
か
ら

で
す
。

付
加
年
金
の
年
金
額　

付
加
保
険

料
納
付
月
数
×
２
百
円

※
国
民
年
金
基
金
の
加
入
者
や
免

除
に
当
て
は
ま
る
人
は
付
加
保
険

料
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。
農
業
者
年
金
の
被
保
険
者
は

強
制
加
入
で
す
。
詳
し
く
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

八
代
年
金
事
務
所
（
☎

０
９
６
５
‐
35
‐
６
１
２
３
）

　

定
例
会
を
開
催
し
ま
す
。
希
望

す
る
人
は
傍
聴
で
き
ま
す
。

期
日　

３
月
27
日
㈭

時
間　

午
前
９
時
30
分
～

場
所　

市
役
所
４
階
委
員
会
室
１

問
合
せ　

市
学
校
教
育
課
総
務
係

児
童
扶
養
手
当

３
月
支
払
い
分
を
振
り
込
み
ま
す

　

３
月
支
払
い
分
（
１
・
２
月
分
）

の
児
童
扶
養
手
当
（
父
ま
た
は
母

と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
な
い
児

童
が
育
成
さ
れ
る
家
庭
の
生
活
と

自
立
を
助
け
る
手
当
）
は
、
３
月

11
日
㈫
に
指
定
の
金
融
機
関
の
口

座
に
振
り
込
み
ま
す
。
現
況
届
を

提
出
し
て
い
な
い
人
な
ど
は
、
支

払
い
が
で
き
ま
せ
ん
。
至
急
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

市
こ
ど
も
未
来
課
こ
ど

も
福
祉
係

指定ごみ袋のデザインが
変わります

　４月から市指定ごみ袋のデ
ザインが変わります。

変更点
●�「家庭用」の言葉を追加
●�お願いに、「お店や会社な
ど事業所のごみは市では収
集しません」の文言追加

※�燃えないごみ・資源ごみも
同様に変更しています。

新指定ごみ袋
（燃えるごみ）

問合せ　市環境課廃棄物対策係
　　　　（☎２２－２１１１　内線２０７３）

水
道
使
用
の
開
始
・
停
止

な
ど
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
！

　

次
の
よ
う
な
と
き
は
早
め
に
市

水
道
局
お
客
様
セ
ン
タ
ー
に
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

水
道
の
使
用
開
始
・
停
止

・�

引
っ
越
し
な
ど
で
水
道
の
使
用

を
開
始
・
停
止
す
る
と
き

・�

長
期
間
水
道
を
使
用
し
な
い
と

き
届
出
内
容
の
変
更

・�

水
道
使
用
者
の
名
義
を
変
更
す

る
と
き

・�

支
払
方
法
を
変
更
す
る
と
き

・�

料
金
の
請
求
書
の
送
付
先
を
変

更
す
る
と
き

※
水
道
使
用
の
開
始
・
停
止
は
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
市
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ

Ｅ
で
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
詳

し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

市
水
道
局
お
客
様
セ
ン

タ
ー

一
部
地
域
で
テ
レ
ビ
の
映
像
が

乱
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す

４
月
か
ら
盛
土
な
ど
の

行
為
は
届
出
が
必
要
で
す

発
達
障
が
い
を

正
し
く
知
ろ
う

　

３
月
27
日
㈭
に
、
携
帯
電
話
事

業
者
が
ア
ナ
ロ
グ
テ
レ
ビ
で
使
用

し
て
い
た
周
波
数
を
携
帯
電
話
シ

ス
テ
ム
に
使
用
す
る
た
め
の
試
験

電
波
を
発
射
す
る
予
定
で
す
。
こ

の
た
め
、
市
内
の
一
部
地
域
で
地

上
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
放
送
の
「
映

像
の
乱
れ
」「
映
ら
な
く
な
る
」

な
ど
の
障
害
が
起
こ
る
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。

　

影
響
が
出
る
恐
れ
が
あ
る
地
域

に
は
事
前
に
チ
ラ
シ
が
配
布
さ
れ

ま
す
。
詳
し
く
は
チ
ラ
シ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

７
０
０
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
テ

　

県
で
は
、「
盛
土
規
制
法
」
に

基
づ
き
、
４
月
１
日
か
ら
県
全
域

を
規
制
区
域
に
指
定
し
同
法
の
運

用
を
開
始
す
る
予
定
で
す
。盛
土
・

切
土
、
土
砂
の
仮
置
き
を
す
る
場

合
は
、
事
前
に
許
可
・
届
出
の
手

続
き
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

運
用
開
始
前
に
工
事
に
着
手

し
、
運
用
開
始
後
も
盛
土
な
ど
の

工
事
や
土
砂
の
仮
置
き
を
す
る
場

合
は
４
月
１
日
㈫
～
22
日
㈫
の
間

に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

県
建
築
課
（
☎
０
９
６

‐
３
３
３
‐
２
５
４
２
）

　

毎
年
4
月
2
日
は
国
連
が
定
め

る
「
世
界
自
閉
症
啓
発
デ
ー
」
で

す
。
日
本
で
は
、
4
月
2
～
8
日

を
「
発
達
障
害
啓
発
週
間
」
と
し

て
、
全
国
各
地
で
発
達
障
が
い
を

気
・
長
生
き
係

知
っ
て
も
ら
う
た
め
の
さ
ま
ざ
ま

な
啓
発
イ
ベ
ン
ト
が
行
わ
れ
ま

す
。
障
が
い
に
つ
い
て
正
し
く
知

る
こ
と
が
、支
援
の
第
一
歩
で
す
。

発
達
障
が
い
啓
発
イ
ベ
ン
ト

２
０
２
５
ｉｎ
八
代

期
日　

４
月
６
日
㈰

時
間　

午
前
10
時
～
、
午
後
１
時

15
分
～

場
所　

八
代
市
立
図
書
館
２
階
大

集
会
室

内
容　

映
画
「
ノ
ル
マ
ル
17
歳
。

‐
わ
た
し
た
ち
は
Ａ
Ｄ
Ｈ
Ｄ
‐
」

　

詳
し
く
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

県
南
部
発
達
障
が
い

者
支
援
セ
ン
タ
ー
わ
る
つ
（
☎

０
９
６
５
‐
62
‐
８
８
３
９
）

▲�詳しくは
こちら

▲�詳しくは
こちら

　家庭で出たごみは分別してごみ集積所に出せますが、事
業所から出たごみは集積所に出せません。事業活動で発生
したごみは、法律や条例に基づき事業者の責任で適切に処
理してください。
※変更前の指定ごみ袋も使用できます。

高
額
医
療
費
の
申
請
が

簡
単
に
な
り
ま
す

　

国
民
健
康
保
険
の
高
額
療
養
費

の
支
給
を
受
け
る
に
は
、
診
療
月

ご
と
に
医
療
機
関
な
ど
の
領
収
書

を
添
え
て
申
請
が
必
要
で
し
た

が
、
３
月
１
日
か
ら
、
初
回
だ
け

「
簡
素
化
申
請
書
」
を
提
出
す
れ

ば
、
翌
月
以
降
の
申
請
が
不
要
に

な
り
ま
す
。
提
出
後
、
高
額
療
養

費
に
当
て
は
ま
る
場
合
は
自
動
で

指
定
の
口
座
に
振
り
込
み
ま
す
。

対
象　

国
民
健
康
保
険
税
の
滞
納

▲�市ホーム
ページ

が
な
い
世
帯
の
世
帯
主

申
請
方
法　

市
市
民
課
国
保
年
金

係
（
市
役
所
１
階
２
番
窓
口
）
で

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

市
市
民
課
国
保
年
金
係

レ
ビ
受
信
障
害
対
策
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
（
☎
０
１
２
０
‐
７
０
０
‐

０
１
２
）

「
お
で
か
け
九
ち
ゃ
ん
」
へ

遊
び
に
来
ま
せ
ん
か
？

　

九
ち
ゃ
ん
ク
ラ
ブ
「
ふ
れ
あ
い

広
場
」
が
あ
な
た
の
ま
ち
へ
出
張

し
ま
す
。

期
日　

３
月
17
日
㈪

時
間　

午
前
10
時
30
分
～
正
午

場
所　

大
畑
コ
ミ
セ
ン

テ
ー
マ　

さ
ん
ぽ
、
春
よ
来
い
！

対
象　

お
お
む
ね
３
歳
未
満
の
乳

幼
児
と
そ
の
保
護
者

定
員　

８
組
程
度
（
先
着
順
）

申
込
期
限　

３
月
14
日
㈮

申
込
・
問
合
せ　

ほ
っ
と
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
九
ち
ゃ
ん
ク
ラ
ブ
（
☎
32

‐
９
５
６
６
）

▲�市公式
　LINE

21 20HITOYOSHI　2025.03.01 広報ひとよし　３月号


